
厚生労働省発食安第0401013号  

平 成 2 0 年 4 月1日  

薬事・食品衛生審議会   

会長 望月 正隆 殿   

厚生労働大臣 舛添  

諮  問 書  

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第10条の規定に基づき、下記の事項に  

ついて、貴会の意見を求めます。  

記  

L－グルタミン酸アンモ土ウムの食品添加物としての指定の可否について  
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トグルタミン酸アンモニウムの食品添加物の指定に関する添加物部会報告書  

（案）  

1．品目名  

L－グルタミン酸アンモニウム  

英名：Monoammonium L－G］utamate  

CAS番号：139883－82－2  

2．構造式、分子式及び分子量  

構造式  

H4NOOC＼0” 
・H20  

分子式 C5日12N204・H20  

分子量182．18  

3．用途  

調味料′  

4．概要及び諸外国での使用状況   

L＿グルタミン酸アンモニウムは、食品の風味増弓套剤、食塩代替品等として広く欧米諸   
国等で使用されている食品添加物である。   

米国では、一般に安全と認められる物質（GRAS物質）であり、適正使用規範（GMP）の   

もと、食品全般に対し必要量の使用が認められている。   

欧州連合（EU）では、トグルタミン酸及びそのアンモニウム塩、ナトリウム塩、カリ   

ウム塩、カルシウム塩並びにマグネシウム塩について、食品科学委員会（SCF）が推奨す   

る方法で使用する場合「ADlf特定しない（not specified）」と評価されており、調味   

料・薬味料に必要量＊ 、その他一般食品には10g／kgの範囲内で使用が認められている。   

FAO／WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）では、第14回会議（1971年）及び買1了   

回会議（1973年）において、L－グルタミン酸及びそのアン≒ニウム塩、ナトリウム塩、   

カリウム塩並びにカルシウム塩の安全性評価を行い、許容一日摂取量（ÅDt）を0～  

120mg／kg体重／日としたものの、第31回会議（198了年）において、これらのL－グルタミン   
酸頬にマグネシウム塩も含めて評価を行い、食品中にあらかじめ存在する量に加え、食  

＊使用最高濃度は設定しない。ただし、適正製造規範に従い、使用目的を達成するのに必要な濃度以上に高  
くなく、また消責者を欺瞞するおそれがない量  
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品添加物として技術的に必要な量を使用する限り、健康に影響を及ぼすことはないとし、  

ADlを「特定しない（not specified）」と評価している。   

わが国では、トグルタミン酸及びそのナトリウム塩、かノウム塩、カルシウム塩並び  

にマグネシウム塩が既に食品添加物として指定されており、カルシウム塩を除き使用基  

準は設定されておらず、調味料として広く食品に使用されている。  

5．食品添加物としての有効性  

風味増強剤として汎用されているトグルタミン酸ナトリウムと同様に、L－グルタミ  

ン酸アンモニウムは、うま味を呈する、だし昆布の重要な呈味成分であることが報告   

されているl）。また、トグルタミン酸アンモニウムは、うま味のほか特異な味を併せ   

持つことから2）、ナトリウムを含まない代替塩、減塩食、味の特徴を活かした各種の   

加工食品向け調味料として有用と考えられる。  

L－グルタミン酸アンモニウムの食品への主な利用例を表1に示す3）。調味料として   

汎用されているグルタミン酸カリウムと基本的に同様の用途に用いることができる。  

表1  

ApplicationandTypicalUseLevels（％）＊  

MONOAMMON川…  
GLUTAMATE  

APPLICAT10N  MONOPOTASS川M   
GLUTAMATE   
6．51－8．68   

0．11－0．22   

0．13－0．20   

0．18－0．25   

0．29－0．36   

0．09－0．15   

0．18－0．25   

0．40－0．47  
10．5－11．5   

0．08－0．14  

DEHYDRATED SOUPS AND GRAV［ES  
CANNED MEAT，SAUSAGE AND FISH  
SOUPS AND GRAVIES  
FLSH（PRESERVED）  
SOUSAGE  
PREPARED MEALS  
TOMATO SOUCE AND KETCHUP  
MAYONNA】SE  
SNACK FOODS（…lX川SALT）  
SOY SÅUCE  
CRAB，PRAWN AND SHELLF［SH（PRESERVED）  

5．84－7．  

0．10－0．  

0．12－0．  

0．17－0．  

0．26－0．  

0．08－0．  

0．17－0．  

0．36－0．  

8
 7

柑
柑
2
2
3
2
1
4
2
2
4
2
3
 
 

9．  
0
 
 

1
 
 

0．07－0．13  

0．07－0．13  0．08－0．14  

＊Actualuselevelsmayvarydependingondesirednnishedfoodtastepro丘1e．  

1）池田菊苗．東京化学会誌犯 pp．820－836．1909  

2）味の素（株）．グルタミン酸アンモニウム塩の呈味特性．2005年12月5日付 報告書  

3）Low Sodiun Fravor Enhancers．Ajinomoto Foodlngredients LLC  
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6．食品安全委員会における評価結果について   

食品安全基本法（平成15、年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平成  

18年5月22日付け厚生労働省発食安第0522006号により食品安全委員会あて意見を求   

めたトグルタミン酸アンモニウムに係る食品健康影響評価については、平成19年11月   

20日及び平成20年1月15日に開催された添加物専門調査会の議論を踏まえ、以下の評   

価結果が平成20年3月13日付けで通知されている。   

L－グルタミン酸アンモニウムが添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念が  

ないと考えられ、ADIを特定する必要はないと評価した。  

なお、評価結果の詳細については、以下のとおりである。   

本物質そのものの体内動態に関する試験はないが、L－グルタミン酸アンモニウムは、  

胃液中で容易にL－グルタミン酸になると予測されることから、胃を通過した時点で食事  

由来の遊離L－・グルタミン酸、タンパク質分解物としての1√グルタミン酸、あるいはL－  

グルタミン酸ナトリウム等の塩類と同一の過程を経て吸収されると考えられる。   

よって、L－グルタミン酸アンモニウムについて、提出された毒性試験成績等は必ずし  

も網羅的なものではないが、既にわが国で使用の認められているL－グルタミン酸及びそ  

の塩類の試験成績を用いて総合的に評価することは可能と判断した。   

L－グルタミン酸アンモニウムのほか、L－グルタミン酸及びその塩類の安全性試験成績  

を評価した結果、発がん性、生殖発生毒性及び遺伝毒性を有さないと考えられる。また、  

反復投与毒性試験では、安全性に懸念を生じさせる特段の毒性影響は認められないと考  

えられた。   

なお、わが国において、 L－グルタミン酸、同カルシウム塩、同カリウム塩、同マグネ  

シウム塩及び同ナトリウム塩については、食品添加物としての使用経験があり、これま  

でに安全性に関して特段の問題は指摘されていない。JECFAでは、上述の物質及び同ア  

ンモニウム塩について、 「ADIを特定しない」と評価している。   

なお、神経毒性については、マウス及びラットの新生児に高濃度のL－グルタミン酸ナ  

トリウムを投与すると、中枢神経系、特に視床下部に障害が引き起こされることが知ら  

れているが、サルを含めた他の動物種の新生児では確認されていない。このため、L－グ  

ルタミン酸アンモニウムが添加物として適切に使用される限りにおいて、乳幼児で神経  

障害が起こるとは考えにくいと判断した。   

また、JECFA等で評価されているL－グルタミン酸ナトリウムとCRS＊の関連性について  

は、明確な関係は認められないとされており、本調査会としては妥当と判断した。  

＊ CRS：Chinese Restaurant Syndrome（中華料理店症候群）  
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7．一日摂取量の推計等   

上記の食品安全委員会の評価結果によると以下のとおりである。  

（1）わが国における評価   

「あなたが食べている食品添加物」（平成13年食品添加物研究会編）によると、食品  

から摂取されるL－グルタミン酸類の一人あたりの平均の一日摂取量は、加工食品からの  

添加物としての摂取が主であると考えられ、1998年から1999年の調査においてL－グル  

タミン酸として1，198mgである。   

年齢別に比較すると、2000年の調査において1－6歳乳幼児における加工食品由来のL－  

グルタミン酸としての平均摂取量は924mg、ト14歳では1，342mg、15－19歳では1，770  

mg、20－64歳では1，900mg、65歳以上では1，640mgと報告されている。   

一方、平成16年度厚生労働科学研究によれば、食品添加物の食品向け生産量を基に算  

出されるL－グルタミン酸類の一人あたりの平均の一日摂取量は、L－グルタミン酸として  

約1，290mgと推定される。なお、その99％以上がナトリウム塩である。   

なお、平成16年国民健康・栄養調査におけるタンパク質の平均一日摂取量70．8g（1  

～6歳：46．5g）を基に、ヒトが一日で摂取する食事性タンパク質由来の総アミノ酸量  

のうち約20％がL－グルタミン酸とされており、またその吸収率は40％とされていること  

から、食事性タンパク質の全てがアミノ酸となると仮定した場合、食事性タンパク質か  

らのL－グルタミン酸の吸収量は約6g（1～6歳：約4g）と推定される。  

（2）米国における評価   

米国におけるNAS／NRC GRAS物質調査によると、L－グルタミン酸類の食品への使用は  

1960年から1970年の間に増加し、1970年の総使用量は14トン（メーカー報告畢の補正  

値）、使用対象食品と使用濃度（平均値）は、ス」プ類、粉末スープに0．42％であった（加  

工食品メーカー報告に基づく）。   

米国におけるNAS／NRC食品添加物等使用繭査（1989年）によると、食品添加物等のメ  

ーカーからの報告に基づく、トグルタミン酸アンモニウムの食品への1975年、1982年、  

1987年の年間使用量は、24千ポンド（10．9トン）、61千ポンド（27．7トン）、66．6千ポ  

ンド（29．9トン）と報告されている。一方、L－グルタミン酸ナトリウムの食品への1975  

年、1982年、1987年の年間使用量は、25，500千ポンド（11，600トン）、28，400千ポン  

ド（12，900トン）、18，600千ポンド（8，440トン）であった。   

また、FDAの1996年の報告によると、米国におけるL－グルタミン酸ナトリウムの一日  

平均摂取量は0．2～0．5gとされている。   

また、FDAの委託を受けたFASEBは、1978年時点で、市販の乳幼児または若年者用の  

食品に添加してよいと判断できるような安全性データーが不十分であることから、現状  

として、L－グルタミン酸及びその塩類はこれらの食品に対しては添加していないと考え  

られるとし、FDAに報告した。  
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（3）EUにおける評価   

L－グルタミン酸アンモニウムを含むL－グルタミン酸類は、1990年にグループとして  
「ADIを特定しない」とされていることから、EU加盟各国が最近実施した食品添加物  

の摂取量調査において、 実摂取量算定の優先度は低いと報告されている。   

なお、1992年のFASEB報告書によると、EUにおける食品におけるL－グルタミン酸ナ  

トリウムの⊥日摂取量は350mgを超えないとの報告がある。  

8．新規指定について   

L－グルタミン酸アンモニウムを食品衛生法第10条に基づく添加物として指定するこ   
とは差し支えない。ただし、同法第11条第1項の規定に基づき、次のとおり規格基準を   

定めることが適当である。  

使用基準案   

食品安全委員会、JECFA及びEUにおける評価結果、米国においてGMPのもとで使用する  

こととされ、特段の使用基準が設定されていないこと、また、わが国において既に使用  

が認められている類縁の添加物であるL－グルタミン酸及びその塩（ナトリウム塩、カリ  

ウム塩、マグネシウム塩）には、特段の使用基準が設定されていないことを踏まえ、使  

用基準は設定しないこととすることが適当である。   

ただし、その添加は食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないも  
のとすることが前提でありこ その旨を関係業界等に周知すること。  

成分規格案   

成分規格を別紙1のとおり設定することが適当である。（設定根拠は別紙2、JECFA規  

格等との対比表は別紙3のとおり。）  
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（別縛1）  

L－グルタミン酸アンモニウム  

MonoammoniumL・Glutamate  

H4NOOC＼／／OH 
・H20  

C5H12N204・H20  分子量182．18  

Monoammoniummonohydrogen（2S）－2－aminopentanedioatemonohydrate〔139883－82－2〕  

含  量 本品を乾燥物換算したものは，L・グルタミン酸アンモニウム（C5H12N204・H20）   

99．0％以上を含む。  

性  状 本品は，無～白色の結晶又は白色の結晶性の粉末である。  

確認試験（1）本品の水溶液（1→200）を検液とする。別にL－グルタミン酸ナトリウム0．5gを水に  
溶かして100mlとした液を対照液とする。検液及び対照液をそれぞれ1メェlずつ量り，トブタ  

ノール／水／酢酸混液（2：1：1）を展開溶媒として薄層クロマトグラフィーを行い，展開溶媒  

の先端が原線より約10cmの高さに上昇した時展開をやめ，風乾し，更に80℃で30分間加熱  

する。ニンヒドリン溶液（1→500）を均等に噴霧し，80℃で10分間加熱して呈色させ，自然光  

下で観察するとき，検液から得たスポットは，対照液から得た赤紫色のスポットと色調及び  

R封直が等しい。ただし，薄層板には，担体として薄層クロマトグラフィー用シリカゲルを   

110℃で1時間乾燥したものを使用する。  

（2）本品は，アンモニウム塩の反応を呈する。  

純度試験（1）比旋光度 〔α〕晋＝＋25．4～＋26．40（10g，塩酸（1→6），100ml，乾燥物換算）  

（2）液性 pH6．0～7．0（1．Og，水20ml）  

（3）鉛 Pbとして2．0〃g／g以下（5．Og，第1法）  

（4）ヒ素 As203として2．5Jlg／g以下（0．80g，第1法，装置B）  

（5）ピロリドンカルポン酸 本品0．50gを正確に量り，水に溶かして100mlとし，検液とする。  

別にL－グルタミン酸ナトリウム0．50g及びピロリドンカルポン酸2．5mgを量り，水に溶かして  

正確に100mlとし，対照液とする。検液及び対照液をそれぞれ2Jユ1ずつ量り，1－ブタノール  

／水／酢酸混液（2ニ1：1）を展開溶媒として薄層クロマトグラフィーを行い，展開溶媒の  

先端が原線より約10cmの高さに上昇したとき展開をやめ，風乾し，更に120℃で30分間加熱  

して溶媒を除く。別の展開用容器に，次亜塩素酸ナトリウム5mlの入った50mlのビーカー及   

び先の薄層板を入れる。このとき，薄層板のガラス面をど⊥ヵーに向けるように入れる。ビ  

ーカーに塩酸約2mlを静かに加えて塩素ガスを発生させ，展開用容器にふたをして20分間放  

置する。薄層板を取り出し，10分間放置した後，エタノールを均一に噴霧し，風乾する。ヨ  

ウ化カリウム・デンプン試液を噴霧し，自然光下で観察するとき，対照液のピロリドンカル  

ポン酸に対応するスポットは直ちに認められるが，検液からはピロリドンカルポン酸に対応  

するスポットは認められない。ただし，薄層板には，担体として薄層クロマトグラフィー用  
シリカゲルを110℃で1時間乾燥したものを使用する。  

■ 乾燥減量0．5％以下（50℃，4時間）  

強熱残分0．1％以下（800℃，15分）  
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定量法本品約0．15gを精密に量り，以下「レアスパラギン」の定量法を準用する。  

0．1mol几過塩素酸液1ml＝9．109mgC5H12N204・H20  

試薬・試液  

ピロリドンカルポン酸C5H7NO3本品は，白色の結晶又は結晶性粉末で，においはない。   

含量本品を乾燥したものは，2ゼロリドン・5－カルポン酸（C5H7NO3）97．0％以上を含む。   

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の臭化カリウム錠剤法により測定するとき，約  

3，400cm，1，1，720cm‾1，1，655crn．1，1，420cm，1及び1，230cm‾1のそれぞれの付近に吸収帯  

を認める。   

乾燥減量1．5％以下（105℃，3時間）   

定量法本品を乾燥し，約0．2gを精密に量り，窒素定量浜中のケルダール法により定量する。   

0．05moIA硫酸1ml＝12．91mgC5H7NO3  
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（別紙2）  

グルタミン酸アンモニウムの規格設定の根拠   

主に，JECFA規格，FCC規格，EUの食品添加物規格及び第8版食品添加物公定書（公定書）  

を参考に成分規格案を設定した。  

CAS登録番号JECFA及びFCCでは，CASnumberを7558－63－6としているが，この番号は，   

グルタミン酸アンモニウムの無水物（L－glutamicacid，ammOniumsalt（1：1））に対する番   

号である。グルタミン酸アンモニウムの1水物（L－glutamic acid，amrnOnium salt，   

hydrate（1‥1：1））のCAS登録番号は，139883－82－2であることから，本規格案では，  

139883－82－2を採用した。  

含量JECFAでは99．0％以上（乾燥物換算），FCCでは，98．5～101．5％（乾焼物換算），EUでは，   

99．0～101．0％（乾燥物換算）としている（EUでは，anhydrousbasisと記載されているが，純   

度試験に，Lo 

る）。JECFA，FCC及びEUでは，カリウム塩及びナトリウム塩の含量はアンモニウム塩と同様   

に設定されている（JECFA99．0％以上 FCC98．5～101．5％，EU99，0～101．0％）。そこで，   

本規格案では，公定書に収載されているL－グルタミン酸カリウム及びナトリウムの規格値に合   

わせ，「本品を乾燥物換算したものは，L－グルタミン酸アンモニウム（C5H12N204・H20）99．0％以上を   

含む。」とした。  

性状JECFA及びEUでは，「白色のほとんどにおいのない結晶又は結晶性粉末」，FCCでは，「白   

色の自由に流れるような他ee・nOWing）結晶性粉末．水によく溶けるが，一般的な有機溶媒   

には不溶．」としている。公定書における他のグルタミン酸塩の性状の記載（無～白色の柱状   

結晶又は白色の結晶性の粉末で，特異な味がある。）を考慮し，「無～白色の結晶又は白色の結   

晶性の粉末である。」とした。味については，JECFA，FCC，EUの規格において，記載がない   

ことから，採用しなかった。  

確認試験  

（1）JECFA及びEUで，グルタミン酸塩の確認試験として，TLC法が採用されていることか  

ら，本規格案でも，同確認試験を採用することとした。なお，JECFAの試験法では，   

1gを水に溶かして100mlとしているが，純度試験の検液でも試験鱒可能であったこと  

から，試料採取量を純度試験に合わせ，0．5gとした。  

（2）JECFA及びEUで，アンモニウム塩の確認試験が採用されていることから，本規格案で  

も，同確認試験を採用することとし，公定書の一般試験法を採用した。  

純度試験  
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（1）比旋光度JECFA及びFCC及びEUでは，いずれも，〔a〕冨＝＋25．4～＋26．40（乾燥物  

換算）としている。JECFA及びFCCは，測定溶液として10w／v％の2N塩酸溶液を規定して  

いる。EUでは，比旋光度を確認試験として採用し，測定溶液は10％の2N塩酸溶液とし，  

200mmの管を指定している。JECFA＆びFCCでは，管の長さの規定がないこ■と，塩酸  

（1→6）は約2Nの塩酸溶液であることから，本規格では「〔α〕晋＝＋25．4～＋26．40（10g，  

塩酸（1→6），100ml，乾燥物換算）」とした。  

（2）液性JECFA及びFCC及びEUでは，いずれも，PH6．0～7．0としている。そこで，本規  

格案でも，pH6．0～7．0とした。  

（3）鉛JECFAでは，MonoammOniumGlutamateはflavourenh？nCerに該当するため，  

他のnavour enhanCerと同様，鉛の限度値を1mg此gとしているが，FCCは5mg／kg，  

EUは2mg此gとしていることから，市場流通品を考慮し，本規格案では，EU規格に倣  

い，2〃g／g以下とした。  

（4）ヒ素JECFA及びFCC及びEUでは規格を設けていないが，公定書において，グルタ  

ミン酸は4．0〃g／g，グルタミン酸塩類は2．5J上g／gとしている。本品は，公定書の他のグ  

ルタミン酸塩類に倣い，A8208として2．5J⊥g／g以下とした。  

（5）ピロリドンカルポン酸JECFAAびEUで設定されており，試験法は，JECFA Vbl．4に  

掲載されていることから，JECFAに倣い，TLC法を設定した。換作法は，JECFA法と医薬  

部外品原料規格2006の「DL－ピロリドンカルポン酸ナトリウム・アラントイン」の確認試験  

を参考にした。なお，展開溶媒の酢酸がプレート上に残ると，呈色に影響するため，展開後，  

薄層板を加熱する操作を加えた。酢酸の沸点は118℃のため，温度は120℃とした。また，  

JECEAでは次亜塩素酸ナトリウム3gに塩酸1mlを加えて塩素ガスを発生させるが，次亜塩素  

酸ナトリウムは溶液であり，操作性及び塩素ガスの発生量を考慮し，次亜塩素酸ナトリウム  

5mlに塩酸2mlを加えることとした。   

乾燥減量JECm，FCC及びEUの規格値は0．5％以下であり，温度50℃，乾燥時間 4時間  

としている。本規格案では， 

た。   

強熱残分JECFA（SulLhtedash），FCC（ResidueonIgnition）及びEU（Sulhtedash）  

の規格値は0．1％以下であり，試料1g，温度800℃，加熱時間15分としている。本規格案  

では，国際的な規格値を採用し，「0．1％以下（800℃，15分）」とした。  

定量法JECFA，FCC及びEUで，0．1mouL過塩素酸液を用いた非水滴定による定量が設   

定されていることから，本規格案でも，同定量法を採用することとし，公定書の他のア   

ミノ酸の定量法に倣った。なお，JECFAでは，0．1N，過塩素酸液1ml＝9．106mgL－グルタ   

ミン酸アンモニウムとしているが，FCCでは，9．109mgとしており，分子量から考えて，   

本規格案では，0．1moIJL過塩素酸液1ml＝9．109mgL－グルタミン酸アンモニウムとした。  

JECmまたはFCC等に設定され，本規格では採用しなかった項目  
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JECFAにおいて，確認試験として設定されている溶解性は，FCC及びEUで設定されて  

おらず，重要性は低いと考えられるため，本規格案では，溶解性に係る規格は採用しない  

こととした。   

FCCにおいて，確認試験法として設定されている赤外吸収スペクトル測定法は，JECFA  

及びEUで設定されておらず，公定書の他のアミノ酸でも設定されていないため，採用しな  

かった。  
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（別紙3）  

レグルタミン酸アンモニウム  

本規格案   JECFA   FCC   EU   

A   
99．0％以上   99．0％以上   98．5～101．5％  99．0～101．0％   

己   
（乾燥物換算）   （乾燥物換算）   （乾燥物換算）   （乾燥物換算）   

無～白色の結晶又  白色のほとんどに  白色の自由に流れ  白色のほとんどに  

は白色の結晶性の  おいのない結晶又  るような 拡ee・  おいのない結晶又  

粉末である   は結晶性粉末   nowing）結晶性  

性状  粉末  

水によく溶ける  

が，一般的な有機  
溶媒には不溶．   

確認試験  

陽性   陽性  陽性  

グルタミン酸塩           （TLC：ニンヒドリ  什LC）   

ン発色）   ン発色）  

アンモニウム塩   
陽性   陽性  陽性   

溶解性   設定しない   水に良く溶ける  

設定しない  参照スペクトルと  
赤外吸収スペクトル  

一致  

純度試験  

比旋光度  
＋25．4～＋26．40  ＋25．4～＋26．40  ＋25．4～＋26．40  ＋25．4～＋26．40  

〔α〕2？D  

（10w／v％，   （10w／v％，   （10w／v％，   （10％solnり  

埠酸（1→6））   2N・HCl）   2N・HCl）   
（乾燥物換算）  

2N・HCl）  

（確認試験）   

pH6．0～7．0   pH6．0～7．0   pH6．0～7．0   pH6．0～7．0  

pH  （1．Og，水   （1in20）   （1：20）   （5％solution）  

20ml）  （Description）   （確認試験）   

鉛   2．Opg／g以下   1mg丑g以下   5mg此g以下   2mg／kg以下   

As203として  
ヒ素  

2．5pg／g以下  

陰性（TLC：塩素  0．2％以下   
ピロリドンカルポン   ガス＋ヨウ化カリ   

酸   ウム・デンプン試  ウム・デンプン試  

う7ヒ＼   わた＼   
乾燥減量   

4時間）   4時間）   4時間）   4時間）   

0．1％以下   0．1％以下   0．1％以下   0．1％以下  

強熱残分  （800℃，15分）  （80P℃，15分）  （800℃，15分）  （800℃，15分）   

定量法   非水滴定   非水滴定   非水滴定   操作方法は未載  

1ml＝9．106mgL・  1ml＝9．109mgL・  試料量 0．15g  試料量 200mg  試料量 250mg   0．1mol／L過塩素  0．1N過塩素酸液  0．1N過塩素酸液   酸液       1ml＝9．109mgL・  グルタミン酸アン  グルタミン酸アン   グルタミン酸アン  モニウム  モニウム   
－15－   
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